
本資料は、上記日付時点での情報です。その後に公表された情報などは本資料

には反映されておりません事にご留意ください。

正式な情報は、最新の公募要領をご確認ください。

事業再構築補助金の概要とポイント

令和4年12月1日更新
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令和4年12月1日時点①事業再構築補助金（中小企業等事業再構築促進事業）とは

【要約】

▪ 新たに設立された補助金であり、

新型コロナウイルスの感染拡大に

伴って、事業モデルの転換や感染

拡大防止に取り組む中小企業に

対して、転換にかかる費用の３分

の２を補助し、１社あたり100万

円～1億円（中小企業は最大

8,000万円）を給付する補助金

です。

▪ 申請には、中小企業等と認定支援

機関や金融機関が共同で事業計

画を策定することが必要です。

令和3年1月28日政府ＰＲ資料
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令和4年12月1日時点②申請の要件
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令和4年12月1日時点③事業再構築指針の類型と要件

類型

日本標準産業分類が変更するか？
※直近決算期における売上構成比

率を基にする

製品等の新
規性要件

市場の新規
性要件

設備撤去等
要件

製造方法の
新規性要件 売上高要件

3~5年の売上高
大分類
（業種）

中･小･細分類
（事業） A B C D

新分野展開
事業・業種を変えず

A Bの要件を満たす事業
変更なし 変更なし 必須 必須 ー ー

新製品売上高が
総売上高の10％以上

事業転換
主な事業を転換し

A Bの要件を満たす事業
変更なし 変更あり 必須 必須 ー ー

新製品の属する事業が
売上構成比最大

業種転換
主な業種を転換し

A Bの要件を満たす事業
変更あり ー 必須 必須 ー ー

新製品の属する業種が
売上構成比最大

業態転換

事業・業種を変えず、製品の製造方法
を転換する

変更なし 変更なし

必須 ー ー

必須
新製造方法による製品売上
高が総売上高の10％以上事業・業種を変えず、商品・サービスの

提供方法を転換する
AまたはC
どちらか必須

ー
AまたはC
どちらか必須

A 製品等（※）の新規性要件
（※）「製品」「商品」「サービス」

① 過去に製造等した実績がないこと
② 製造等に用いる主要な設備を変更すること
③ 定量的に性能又は効能が異なること（※定量的に計測できる場合に限って必要）

B 市場の新規性要件 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと

C 設備撤去等要件 既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの

D 製造方法等の新規性要件
① 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
② 新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③ 定量的に性能又は効能が異なること（※定量的に計測できる場合に限って必要）

求められる要件

事業再構築指針に該当しない（A~Dの要件を満たさない）場合は、申請できませんのでご注意ください。
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令和4年12月1日時点④活用イメージ
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令和4年12月1日時点⑤－１補助額、補助率（通常枠）
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令和4年12月1日時点⑤－２補助額、補助率（大規模賃金引上枠）
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令和4年12月1日時点⑤－３補助額、補助率（回復・再生応援枠）
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令和4年12月1日時点⑤－４補助枠、補助率（最低賃金枠）

9Pros Cons



令和4年12月1日時点⑤－５補助枠、補助率（グリーン成長枠）
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令和4年12月1日時点⑤－６補助枠、補助率（緊急対策枠）
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令和4年12月1日時点⑥補助対象経費
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令和4年12月1日時点⑦スケジュールイメージ（参考：第8回公募）

（※）日程が未定のもの

2021年3月26日
2021年4月15日
2021年4月30日
2021年6月上旬~中旬
2021年7月（※）
2021年8月~2022年7月（※）
2022年8月（※）
2022年9月（※）

：公募開始
：申請受付
：応募締切
：採択公表
：交付申請
：補助事業期間
：実績報告
：補助金の支給
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10月3日
開始

3月中旬
予定
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※第8回公募が事業再構築補助金の最終公募となる予定です。

4月頃

補

助

金

支

払

2024年5月頃
12ヶ月間

2023年5月～2024年4月頃
1月13日
18:00まで

日程は予測によるものです。

2022年10月3日
2022年11月下旬開始予定
2022年1月13日18:00まで
2023年3月中旬予定
2023年4月頃
2023年5月～2024年4月頃
2024年4月頃
2024年5月頃

：公募開始
：申請受付開始
：申請締切
：採択発表
：交付決定
：補助事業期間
：実績報告
：補助金支給

11月下旬
開始予定
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令和4年12月1日時点⑧補助事業実施期間

公募開始後、事前着手申請を提出することで、補助事業期間より前に行った設備の購入費用等が補助対象となり得ます。
ただし、設備購入等では入札・相見積が必要となります。
また、補助金申請後、不採用のリスクがあるのでご注意ください。

今後の公募では、事前着手の対象期間の
運用について見直しを行う場合があります。
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令和4年12月1日時点⑨補助金支払までのプロセス、フォローアップ

補助事業期間終了後も、行政からのフォローアップを受けることになります。
採択された事業者は、補助事業終了後５年間、経営状況等についての年次報告が必要です。
それにより、補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って厳格に管理されることとなります。

（※１）

（※１）要件とは
①補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から３～５年の事業計画期間終了までの間、事業内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
②①補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から３～５年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5％以上（初年度は1.0％以上）増員すること
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令和4年12月1日時点⑩ー1 準備しておくべきこと

項目 作業項目 用意する書類 備考

0 補助事業対象者か確認 公募要領を見て確認
事業再構築補助金サイト内「公募要領」と「よくあるご質問」を見
て確認する

1 Gビズプライムのアカウント取得 gBizIDプライム申請書作成 印鑑証明書/申請書 GビズID　クイックマニュアル　gBizIDプライム編

2 ミラサポplusのアカウント取得 決算書３期分の入力 決算書３期分
「事業再構築補助金」を申請したい方向け「ミラサポplusの操
作マニュアル」をご参照ください

3 認定経営革新等支援機関への依頼 認定経営革新等支援機関との契約取付 事業計画作成を一緒に行う支援機関を探し契約を取り付ける。

電子申請システム操作マニュアル 申込サイトのオープン後、入力できるところは行っておく

売上減少を示す書類

法人申告書別表① 比較対象2期分（申告前であれば売上台帳、試算表など）

法人税申告の受信通知

法人事業概況書両面 比較対象2期分（申告前であれば売上台帳、試算表など）

決算書1期分 PDFで1つにまとめる

事業財務情報 左記2で取得可能

固定費が確認できる書類

電子申請入力項目に基づいて入力4 電子申請システム基本情報の入力
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令和4年12月1日時点⑩ー2 準備しておくべきこと

株主の確認 株主名簿
大企業に該当するか、複数の会社で過半数を所有している場
合は注意が必要です

役員の確認 役員名簿（生年月日も必要）
該当会社以外の役員をされている方が含まれている場合は、
注意が必要です

過去3期分の課税所得の確認 過去３期分の法人税の申告書 課税所得が15億円以下か以上の法人税申告3期分を見て判定

日本標準産業分類のcode確認
主たる売上に属する産業分類の確認、及び新たに取り組む産
業分類の確認（大分類から細分類まで）

認定経営革新等支援機関の確認 認定経営革新等支援機関の確認書

金融機関の確認 金融機関の確認書

過去取得した補助事業の確認 補助金の採択書など
Jグランツなど既に採択された補助金と今回の取り組みが同一
でないかを確認する

従業員数を示す書類 労働者名簿 労働基準法に基づく労働者名簿の写し

5 事業計画に必要な経費の洗い出しと見積り取得依頼予定の業者へ見積り依頼 見積書（概算で可）
見積書は、採択後必要となります（補助対象経費区分により必
要な書類が異なります）

6 金融機関への打診 確認書発行準備の依頼
設備投資に資金調達が必要な場合、補助金額が3,000万円超
となることが想定される場合、認定経営革新等支援機関の確
認書とは別に金融機関の確認書が必要となります

7 事業計画の骨子作成 類型の確認
認定経営革新等支援機関と協議し、類型の判定と各要件に当
てはまるか最終確認を行う

8 事業計画の作成

9 事業計画の確認 認定経営革新等支援機関へ確認

4 電子申請システム基本情報の入力

17Pros Cons



令和4年12月1日時点

①外部環境（世の中）
・機会（チャンス）
・脅威（ピンチ）

②内部環境（自社）
・強み、特徴、資源
・弱み、改善点

③事業再構築の必要性
）

① 事業再構築類型のいずれかの内容

② 製品・サービスの具体化

③ そのために必要な設備や費用の積算

④事業再構築の具体的内容

）

① デジタル技術の活用による経済

成長の牽引

② ポストコロナでの業績回復

③ 潜在的なグローバル進出

④ 地域経済貢献、雇用創出

⑤ 事業者連携による経済的波及

⑥再構築のゴール

）

① 競合の状況、お客様の状況

② 自社の優位性の発揮

③ 価格設定、販売方法、広告など

④ 想定される課題・リスクと対応策

⑤ 実施体制、スケジュール、資金調達計

画、収益計画

⑤事業再構築の市場

【自社の現状と事業再構築を実施する必要性の確認】

現状分析フェーズ 再構築の具体化フェーズ 再構築の計画策定フェーズ 再構築の期待効果

●補助事業終了後3~5年で付加価
値額の年率平均3％以上の増加等

⑪事業計画の策定の流れ

Ⅰ.現状がどうなっているのか？ Ⅱ.どのように？なにを？ Ⅲ.再構築の計画 Ⅳ.再構築の効果

世の中の変化（コロナ禍）

による業績悪化

事業再構築指針に沿った、 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業
態転換」又は 「事業再編」のいずれかを行う
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令和4年12月1日時点⑫中小企業の範囲（提出できる企業）の定義

資本金または従業員数（常勤）が下表の数字以となる会社又は個人であることと定められています。

【みなし大企業は対象外】

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小事業者

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額３分の２以上を大企業が所有している中小企業者

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

④ 発行済株式総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業者が所有している中小事業者

⑤ ①～③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小事業者

【従業員】

一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。

※具体的には、従業員（常勤従業員）は、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、

季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

※中小企業基本法上においては「中小企業の定義」ではなく「中小企業者の範囲」と
規定しています。
※中小企業基本法第2条第5項に規定する「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
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令和4年12月1日時点⑬申請支援のスケジュールイメージ（参考：第8回公募）

• 初回は無料相談にてご対応します

• 初回面談にて、採択の可能性を検討し
場合によってはお断りすることもあり
ます

• ご支援中は、２週間に１回オンラインで
のご面談にて対応します

• 事業計画をご検討して頂くにあたり要
点をまとめたフォーマットをお渡ししま
す

• ＧビズＩＤプライム、ミラサポplusの財
務情報、電子申請はお客様にて入力を
行って頂きます

• 補助金合計が3,000万円（補助対象経
費が4,500万円）を超える場合金融機
関様の確認書が必要になります。

20

1月

１Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ １Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ ５Ｗ １Ｗ

認定経営革新等支援機関へ相談 貴社 ▶ ▶

ＧビズＩＤプライムの取得 貴社 ▶ ▶

売上、付加価値減少要件の確認 貴社/GMC ▶ ▶

事業再構築指針に該当するか確認 貴社/GMC ▶ ▶

補助対象事業者に該当するか確認 貴社/GMC ▶ ▶

補助対象事業の類型（申請枠）確認、補助率等の確認 貴社/GMC ▶ ▶

補助対象経費の内訳（項目出し）と費用試算 貴社 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

補助対象事業の事業性（収益性や市場性）の確認 貴社/GMC ▶ ▶

金融機関への打診（補助金額3,000万円超の場合は必須） 貴社 ▶ ▶ ▶ ▶

ヒアリングシートの記入 貴社/GMC ▶

事業計画の作成 貴社/GMC ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

事業計画書の申請前チェック、修正 GMC ▶ ▶

事業計画書の完成 貴社/GMC ▶ ▶

ミラサポplus「事業財務情報」の登録 貴社 ▶ ▶ ▶ ▶

認定経営革新等支援機関の確認書受領（※金融機関と認定機関の２
種必要の場合あり）

貴社/GMC ▶ ▶ ▶

その他添付申請書類の準備 貴社/GMC ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

※事前着手申請（必要な場合のみ） 貴社/GMC ▶ ▶ ▶

電子申請の登録、基本情報の登録 貴社/GMC ▶ ▶

電子申請項目の入力・申請 貴社/GMC 1月13日 　18:00まで

2022年11月 2022年12月
項目 対応
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令和4年12月1日時点⑭お見積りの目安

※成功報酬には下限を設定させていただく場合があり、最終的なお見積り金額は、ご相談の上でご提案させていただきます。

21

着手金

10万円
（税別）

採択決定時成功報酬

補助金額の10％
（税別）

※オプション
採択後フォロー
別途お見積り

明瞭なご提案金額

• 事業計画書作成

• 電子申請フォーム入力支援

• その他申請添付資料作成支援

• 交付申請に伴う資料作成支援

• 実績報告に伴う資料作成支援

• 年次報告支援

＋ ＋
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令和4年12月1日時点⑮補助金申請におけるご注意点

1. 補助金が支払われるまでは、立て替え払いが必要

* 補助金は、採択後に交付申請・交付決定、補助事業期間を経て、実績報告、確定検査を受け、補助金請求→入金となります

（P13参照）。補助事業期間にもよりますが、補助金支払われるまでは1年～1年半ほどかかることをご承知おきください。

* 補助事業期間中の支払いができないという事態を避けるため、事前に金融機関への融資依頼等の資金調達をお願い致します。

2. 弊社への成功報酬のお支払い時期は、採択発表後30日

* 弊社がご提供するのは、電子申請に伴う、事業計画書の作成と電子申請画面の不備の無い入力支援がメインになります。その対価

を採択発表時にご依頼させていただいております。交付申請・交付決定には期限がなく、交付決定そのものを辞退する事業者様もい

らっしゃることから、採択発表日を起点にさせていただいていることをご了承下さい。

* 採択発表後のフォローについては、ご希望される場合に別途、採択時の補助金額の3%（下限30万円）で伴走してアドバイスを提

供しておりますので、ぜひご検討ください。

3. 50％超の資本関係のあるグループ企業は1社とみなされる

* 親会社が議決権の50％超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社の

みでの申請しか認められません。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50％超保有する場合も同様に、複数の会社は同

一法人とみなされますので、ご注意ください。
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令和4年12月1日時点

■お問い合わせ・連絡先

Pros Cons株式会社

担当：安部

メール：contact@proscons.co.jp
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